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議第８２号 

工事請負契約の締結について　説明資料 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設部土木建設課 

 

○件　名 
　交通安全対策事業　安来港飯島線道路改良工事（橋梁上部工） 
 
○工事の目的　 
安来港飯島線道路改良事業にあたり吉田橋の架け替え工事（橋梁上部工）を行うも

の。 
 
○工事の概要 
　単純中空合成床版橋上部工（鋼コンクリート合成床版橋）　Ｎ＝１橋 

　　橋長Ｌ＝４０．０ｍ、全幅員Ｗ＝１７．８ｍ、床版コンクリートＶ＝２０７㎥ 

 

○工事の期間 

　　議決のあった日の翌日から令和８年１月２９日まで 

 

○工事工程 
 工　種 令和６年度 令和７年度

 準　備　工

 工場製作工

 鋼橋架設工

 現場塗装工

 床　版　工

 橋　面　工

橋梁上部工 
橋長40.0m、全幅員17.8m

安来港飯島線

←
吉
田
川
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報第３号 

   議会の委任による専決処分の報告について 説明資料 

市民生活部税務課 

○安来市税条例の一部を改正する条例制定 

 

 改正概要 

 （１）定額減税（Ｒ６.４.１） 

    令和６年度分の個人住民税所得割額から、納税者及び配偶者を含めた扶養

家族１人につき１万円の減税を実施する。ただし、納税者の合計所得金額が

１，８０５万円以下の場合に限る。 

   ア 給与所得に係る特別徴収 

     令和６年６月分は徴収せず、定額減税後の税額を７月～翌年５月の１１

か月で均す。 

   イ 普通徴収 

     第１期分（６月分）の税額から控除し、第１期分から控除しきれない場

合は、第２期分（８月分）以降の税額から順次控除 

   ウ 公的年金等の所得に係る特別徴収 

     １０月分の税額から控除し、控除しきれない場合は１２月分以降の税額

から順次控除 

 

 （２）固定資産税の負担調整措置（Ｒ６．４．１） 

    土地の負担水準（土地の評価額等に対する課税標準額の割合）の均衡を促

進するため、現行の負担調整措置等を３年延長し令和８年度までとする。 

 

 （３）令和６年能登半島地震災害に係る雑損控除等の特例（Ｒ６．４．１） 

    令和６年１月に発生した能登半島地震による災害により資産の損失が生じ

たときは、令和６年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除

の適用対象とすることができる特例を設ける。 

   ※現行法では、令和７年度分の個人住民税から雑損控除の対象 

   （適用年の翌年以後５年間の繰り越しが可能） 
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人

(非
営
利
型
法
人
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

)、
社
会
福
祉

法
人
、
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
、
健
康
保
険
組
合
若
し
く
は
健
康
保
険
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組
合
連
合
会
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合

会
で
看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
助
産
師
、
臨
床
検
査
技
師
、

理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
養
成
所
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若

し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
図
書
館
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益

財
団
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
で
博
物
館
法

(
昭
和

26
年
法
律
第

2
85
号
)
第
2
条
第

1項

の
博
物
館
を
設
置
す
る
も
の
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
学
術
の

研
究
を
目
的
と
す
る
も
の

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。

)の
所

有
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
当

該
学
校
法
人
等
に
無
料
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

組
合
連
合
会
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
若
し
く
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合

会
で
看
護
師
、
准
看
護
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
助
産
師
、
臨
床
検
査
技
師
、

理
学
療
法
士
若
し
く
は
作
業
療
法
士
の
養
成
所
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若

し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
図
書
館
を
設
置
す
る
も
の
、
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益

財
団
法
人
若
し
く
は
宗
教
法
人
で
博
物
館
法

(
昭
和

26
年
法
律
第

2
85
号

)
第

2
条
第

1項

の
博
物
館
を
設
置
す
る
も
の
又
は
公
益
社
団
法
人
若
し
く
は
公
益
財
団
法
人
で
学
術
の

研
究
を
目
的
と
す
る
も
の

(以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
学
校
法
人
等
」
と
い
う
。

)の
所

有
に
属
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
当
該
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
を
当

該
学
校
法
人
等
に
無
料
で
使
用
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 

(
固
定
資
産
税
の
減
免

) 
(
固
定
資
産
税
の
減
免

) 

第
7
1条

 
〔
略
〕
 

第
7
1条

 
〔
略
〕
 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り

 
 固

定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前

7

日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
す
る
固
定
資
産
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
固
定
資
産
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前

7

日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る

事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 

(
1
)～

(
5)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
5)

 
〔
略
〕

 

3
 
第

1項
の
規
定
に
よ
り

 
 固

定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し

た
場
合
に
は
 
 
  
 
 、

直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

3
 
第

1項
の
規
定
に
よ
っ
て
固
定
資
産
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免

) 
(
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免

) 

第
1
39
条
の

3 
〔
略
〕

 
第

1
39
条
の

3 
〔
略
〕

 

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
り

 
 特

別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

2
 
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
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前
7日

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

市
長
が
、
当
該
者
が
所
有
し
、
又
は
取
得
す
る
土
地
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
、
特
別
土
地
保
有
税
を
減
免
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

前
7日

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
そ
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
事
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 

(
1
)～

(
3)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
3)

 
〔
略
〕

 

3
 
第

1項
の
規
定
に
よ
り

 
 特

別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

3
 
第

1項
の
規
定
に
よ
っ
て
特
別
土
地
保
有
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
事
由
が
消

滅
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

附
 
則

 
附

 
則
 

 
(
公
益
法
人
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
4条

の
2
 
当
分
の
間
、
租
税
特
別
措
置
法
第

40
条
第

3項
後
段

(同
条
第

6項
か
ら
第

10
項

ま
で
及
び
第
1
1項

(同
条
第

12
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。

)
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。

)
の
規
定
の
適
用
を

受
け
た
同
法
第

40
条
第

3項
に
規
定
す
る
公
益
法
人
等

(同
条
第

6項
か
ら
第

1
1項

ま
で

の
規
定
に
よ
り
特
定
贈
与
等
に
係
る
公
益
法
人
等
と
み
な
さ
れ
る
法
人
を
含
む
。
)
を
同

条
第

3
項
に
規
定
す
る
贈
与
又
は
遺
贈
を
行
っ
た
個
人
と
み
な
し
て
、
令
附
則
第

3
条
の

2

の
3で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
同
項
に
規
定
す
る
財
産

(同
法
第

40
条
第

6項
か

ら
第

1
1項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
特
定
贈
与
等
に
係
る
財
産
と
み
な
さ
れ
る
資
産
を
含

む
。
)
に
係
る
山
林
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
又
は
雑
所
得
の
金
額
に
係
る
市
民

税
の
所
得
割
を
課
す
る
。

 

(
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等

) 

第
5条

 
〔
略
〕

 

(
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等

) 

第
5条

 
〔
略
〕

 

(
令
和

6年
能
登
半
島
地
震
災
害
に
係
る
雑
損
控
除
額
等
の
特
例

)
 

第
5条

の
2
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
選
択
に
よ
り
、
法
附
則
第

4条
の

4
第

4
項
に
規
定
す

る
特
例
損
失
金
額

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
例
損
失
金
額
」
と
い
う
。

)
が
あ
る
場

合
に
は
、
特
例
損
失
金
額

(
同
条
第

4
項
に
規
定
す
る
災
害
関
連
支
出
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
3項

に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
の
日
の
前
日
ま
で
に
支
出
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
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こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
損
失
対
象
金
額
」
と
い
う
。

)に
つ
い
て
、
令
和

5年
に

お
い
て
生
じ
た
法
第

3
1
4条

の
2第

1項
第
1
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
こ
の

条
例
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

34
条
の

2の
規
定

に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
当
該
損
失
対
象
金
額
は
、
そ
の
者
の
令
和

7
年
度
以
後

の
年
度
分
で
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の

市
民
税
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
損
失
対
象
金
額
が
生
じ

た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

2
 
前
項
前
段
の
場
合
に
お
い
て
、
第

34
条
の

2の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る

損
失
対
象
金
額
の
う
ち
に
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
と
生
計
を
一
に
す
る
令
第

4
8
条
の

6第
1項

に
規
定
す
る
親
族
の
有
す
る
法
附
則
第

4条
の

4第
4項

に
規
定
す
る
資

産
に
つ
い
て
受
け
た
損
失
の
金
額

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
親
族
資
産
損
失
額
」
と
い

う
。

)
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
は
、
当
該
親
族
の
令
和

7年
度
以
後
の

年
度
分
で
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生
じ
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の

市
民
税
に
係
る
こ
の
条
例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
親
族
資
産
損
失
額
が
生

じ
た
年
に
お
い
て
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

 

3
 
第

1項
の
規
定
は
、
令
和

6年
度
分
の
第

3
6条

の
2
第
1
項
又
は
第
4
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
書

(
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第

36
条
の

3
第

1項
の
確
定
申
告
書

を
含
む
。
)
に
第

1項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合

(こ
れ

ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長

が
認
め
る
場
合
を
含
む
。

)に
限
り
、
適
用
す
る
。

 

(
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例

) 
(
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例

) 

第
6条

 
平
成

3
0年

度
か
ら
令
和

9年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第

4条
の

5第
3項

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

2の
規
定
に
よ
る

控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

1項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第

1
項
(
第
2
号
を
除
く
。
)
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

4

条
の

5
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

3
14
条
の

2第
1項

(第
2号

に
係
る
部
分
に
限
る
。

)」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
6条

 
平
成

3
0年

度
か
ら
令
和

9年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第

4条
の

4第
3項

の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の

2の
規
定
に
よ
る

控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

1項
」
と
あ
る
の
は
「
同

条
第

1
項
(
第
2
号
を
除
く
。
)
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第

4

条
の

4
第
3
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

3
14
条
の

2第
1項

(第
2号

に
係
る
部
分
に
限
る
。

)」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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(
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例

) 

第
7条

の
4
 
〔
略
〕

 

(
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例

) 

第
7条

の
4
 
〔
略
〕

 

(
令
和

6年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除

) 

第
7条

の
5
 
令
和

6年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第

5
条
の

8第
4項

及
び
第

5

項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税
に
係
る
令
和

6年
度
分
特
別
税
額

控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1,
8
05
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者

(
次
条
及
び
附
則
第

7条
の

7に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
)

の
第

3
4条

の
3
、
第

34
条
の

6か
ら
第

3
4条

の
9
ま
で
、
附
則
第

5条
第

2
項
、
附
則
第

7条

第
1項

、
附
則
第

7
条
の

3の
2第

1
項
、
前
条
及
び
附
則
第

9
条
の
2
の
規
定
を
適
用
し
た
場

合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4条

の
7第

2項
、
第

4
7条

の
5第

1項
及

び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

3
4条

の
7第

2項
及
び
前
条
中
「
附
則
第

5条
の

6
第

2項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第

5条
の
6
第
2
項
及
び
第

5
条
の

8
第

6項
」
と
、
第

4
7条

の
5第

1項
中
「
課
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第

7条
の

5第
1項

の
規
定
の
適
用
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
の
同
項
の
規

定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
、
「
、
前
々
年
中
」
と

あ
る
の
は
「
、
附
則
第

7条
の
5第

1項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
前
々
年
中
」
と
す
る
。

 

 

(
令
和

6年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に
関
す
る
特
例

) 

第
7条

の
6
 
令
和

6年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
個
人
の
市
民
税
の
納
税
通
知
書
に

記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
に
つ
い
て
は
、
第

4
1条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個

人
の
市
民
税
の
額

(前
条
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ

れ
る
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
を
い
う
。
)、

特
別
税
額
控
除
前
の
普
通

徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額

(法
附
則
第

5条
の

8
第
1
項
及
び
第

2
項
の
規
定
の

適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の

額
を
い
う
。

)
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額

(
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額
」
と
い
う
。
)
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か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の

県
民
税
の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」

と
い
う
。
)
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の
額

を
4で

除
し
て
得
た
金
額

(
当
該
金
額
に

1,
0
00
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当

該
金
額
の
全
額
が

1
,0
0
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。

)に
3を

乗
じ

て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
住
民
税
の

額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

1
期
分
金
額
」

と
い
う
。
)に

満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納

付
額
は
、
第

4
0条

第
1
項
に
規
定
す
る
第

1期
の
納
期

(以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
次
条

第
1項

に
お
い
て
「
第

1期
納
期
」
と
い
う
。

)
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額

か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た

額
と
し
、
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す
る
。

 

(
2
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第

1期
分

金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知

書
に
記
載
す
べ
き
各
納
期
の
納
付
額
は
、
第

1
期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、

第
4
0条

第
1項

に
規
定
す
る
第

2期
の
納
期

(以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第

1項
に
お
い
て

「
第
2
期
納
期
」
と
い
う
。
)に

お
い
て
は
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割

金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第

4
0
条
第

1項
に
規
定
す
る
第

3期
の
納
期

(以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
第

3期
納
期
」
と
い
う
。
)
及
び
同
条
第

1項
に
規
定
す
る
第

4期
の
納
期

(以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

4期
納
期
」
と
い
う
。

)に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額

と
す
る
。

 

(
3
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第

1
期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に

2を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各

納
期
の
納
付
額
は
、
第

1期
納
期
及
び
第

2期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の
と
し
、
第

3

期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に

2を
乗
じ
て
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得
た
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別
税

額
控
除
額
を
控
除
し
た
額
と
し
、
第

4期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
す

る
。
 

(
4
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
住
民
税
に
係
る
特
別

税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に

2
を
乗
じ
て
得
た

金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税
通
知
書
に
記
載
す
べ
き
各
納

期
の
納
付
額
は
、
第

1
期
納
期
、
第
2
期
納
期
及
び
第

3期
納
期
に
お
い
て
は
な
い
も
の

と
し
、
第

4期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
、

普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
額
及
び
普
通
徴
収
に
係
る
森
林
環
境
税
の
額
の

合
算
額
と
す
る
。

 

2
 
令
和

6
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

(
第
1
期
納
期
か
ら
第

4
7条

第
1項

の
規
定
に
よ
り
普

通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
)を

同
項
の
規
定

に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
。

 

(
令
和

6年
度
分
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
関
す
る
特
例

) 

第
7条

の
7
 
令
和

6年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
第

47
条
の

2
第
1
項
の
規
定
に
よ
り

特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市

民
税

(
第
3
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
民
税
」
と
い
う
。
)

の
額
及
び
同
条
第

2項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公
的

年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

 

(
1
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個

人
の
市
民
税
の
額

(附
則
第

7条
の

5第
1項

の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

に
算
出
さ
れ
る
第

4
7条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得

に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額

(こ
れ
と
併
せ
て
賦
課
徴
収
を
行
う
森
林
環
境
税

額
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

5号
に
お
い
て
同
じ
。
)
の
合
算
額

(
以
下
こ
の
号
及

び
第
5
号
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と
い

う
。
)
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第

3項
第

1号
に
お
い
て
同
じ
。

)
か
ら
そ
の
者
の

年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

(以
下
こ
の

項
及
び
第

3項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
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額
」
と
い
う
。
)が

そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税

の
額
(
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
特
別
税
額

控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

(特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得

に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
の

2
分
の

1に
相
当
す
る
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
)を

控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
)を

2で
除
し

て
得
た
金
額

(
当
該
金
額
に

1,
00
0
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の

全
額
が

1,
0
00
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て

た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

2期
分
金
額
」
と
い
う
。

)を
そ
の
者
の
特
別

税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当

す
る
金
額

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第

1期
分
金
額
」
と
い
う
。
)に

満
た
な
い
場
合

に
は
、
第

1期
納
期
及
び
第

2期
納
期
に
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公

的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通

徴
収
対
象
税
額
」
と
い
う
。

)並
び
に
第

4
7条

の
3に

規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金

給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ
き
公
的
年
金
等
に

係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

(以
下
こ
の
項
及
び
第

3項
に
お
い
て
「
特
別

徴
収
対
象
税
額
」
と
い
う
。
)は

、
第
1
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

1
期
分
金
額

か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除

し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
第

2期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

2期
分
金
額
に

相
当
す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
0月

1日
か
ら

1
1月

3
0日

ま
で
の

間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の

額
を
3
で
除
し
て
得
た
金
額

(当
該
金
額
に

1
00
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当

該
金
額
の
全
額
が

1
00
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。

)
に
2
を
乗
じ
て

得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額

か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

(以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

1
0月

分
金
額
」
と

い
う
。
)に

相
当
す
る
税
額
、
同
年

1
2月

1日
か
ら
翌
年
の

3月
3
1
日
ま
で
の
間
に
お
い

て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。

 

(
2
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第

1

期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第

2期
分
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴

収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第

1期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
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と
し
、
第

2
期
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第

2
期
分
金
額

と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控

除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

10
月
1

日
か
ら

11
月

3
0日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の

1
0月

分
金
額
に
相
当
す
る
税

額
、
同
年

1
2月

1日
か
ら
翌
年
の

3月
3
1日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金

額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。

 

(
3
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
と
そ
の
者
の
第

2期
分
金
額
と
の
合
計

額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

2
期
分
金
額
及
び

そ
の
者
の

1
0月

分
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及

び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第

1
期
納
期
及
び
第

2
期
納
期
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も

の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
0月

1日
か
ら

11
月

3
0日

ま
で
の
間
に
お

い
て
は
そ
の
者
の
第

1
期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

2期
分
金
額
及
び
そ
の
者
の

10
月
分

金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額

控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年

1
2月

1日
か
ら
翌
年
の

3
月
3
1日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。

 

(
4
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

2期
分
金
額
及
び
そ
の

者
の
1
0月

分
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
、
そ
の

者
の
第

2期
分
金
額
、
そ
の
者
の

1
0月

分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
に

満
た
な
い
場
合
に
は
、
普
通
徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第

1期
納

期
及
び
第

2期
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
0
月
1
日
か
ら

1
1月

30

日
ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年

12
月
1日

か
ら
翌
年
の

1月
31

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

2
期
分
金
額
、
そ

の
者
の

10
月
分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得

に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税

額
、
同
年

2
月

1
日
か
ら

3月
3
1日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当

す
る
税
額
と
す
る
。

 

(
5
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
第

1期
分
金
額
、
そ
の
者
の
第

2期
分
金
額
、
そ
の
者

の
1
0月

分
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
普
通
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徴
収
対
象
税
額
及
び
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
第

1期
納
期
及
び
第

2
期
納
期
並
び
に

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
0月

1日
か
ら
翌
年
の

1
月
3
1日

ま
で
の
間
に
お
け

る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年

2月
1日

か
ら

3月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の

者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す

る
。
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

4
7条

の
4の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第

2
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の

1
0月

1日
か
ら
翌
年
の

3月
3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所

得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
附
則
第

7条
の
7
第
1
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ

き
額
」
と
す
る
。

 

3
 
令
和

6
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市

民
税
の
額

(第
1項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
)に

つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民

税
の
額

(特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
第

47
条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特
別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

)
を

3
で
除
し
て
得
た
金
額

(
当
該
金
額
に

1
00
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が

10
0円

未
満
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分

割
金
額
」
と
い
う
。

)
に

2
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特

別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額

(
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「

1
0月

分
金
額
」
と
い
う
。
)に

満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収

対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1
0月

1日
か
ら

1
1月

30
日
ま
で
の
間

に
お
い
て
は
そ
の
者
の

10
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民

税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
、
同
年

1
2月

1日
か

ら
翌
年
の

3月
3
1日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額

と
す
る
。

 

(
2
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の

1
0
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の

10
月
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分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対

象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

10
月
1
日
か
ら

11
月

30
日
ま
で
の
間
に

お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年

12
月

1
日
か
ら
翌
年
の

1月
3
1日

ま
で
の
間
に

お
い
て
は
そ
の
者
の

1
0月

分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者

の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に

相
当
す
る
税
額
、
同
年

2月
1日

か
ら

3
月

3
1日

ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割

金
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。

 

(
3
) 

特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
に
係
る

特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者
の

1
0
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以

上
で
あ
る
場
合
に
は
、
特
別
徴
収
対
象
税
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の

1

0
月

1日
か
ら
翌
年
の

1
月

3
1日

ま
で
の
間
に
お
け
る
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年

2

月
1日

か
ら

3月
31
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第

4
7条

の
5第

2項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

4
7条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収

税
額
に
相
当
す
る
税
額
と
す
る
。

 

4
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

4
7条

の
4の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
条
第

2
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る

年
の

1
0月

1日
か
ら
翌
年
の

3月
3
1
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所

得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
附
則
第

7条
の
7
第
3
項
各
号
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
べ

き
額
」
と
す
る
。

 

5
 
令
和

6
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
つ
き
第

47
条
の

6第
1項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

 

(
令
和

7年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
の
特
別
税
額
控
除

) 

第
7条

の
8
 
令
和

7年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第

5
条
の

12
第
3
項
及
び
第

4
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
市
民
税
に
係
る
令
和

7
年
度
分
特
別
税
額

控
除
額
を
、
同
条
第

3項
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第

34
条
の

3、

第
3
4条

の
6か

ら
第

34
条
の

9ま
で
、
附
則
第

5条
第

2
項
、
附
則
第

7条
第

1
項
、
附
則
第

7

条
の

3
の
2
第
1
項
、
附
則
第

7条
の

4及
び
附
則
第

9
条
の

2の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所

得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
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(
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
8条

 
〔
略
〕

 
第

8条
 
〔
略
〕

 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第

6条
第

5
項
に
規
定

す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6条

の
2第

1項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に

係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5条

第
2項

第
2
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
は
、
第

3
3条

か
ら
第

3
4条

の
3
ま
で
、
第

3
4条

の
6か

ら
第

3
4条

の
8ま

で
、
附
則

第
7条

第
1
項
、
附
則
第

7条
の

3第
1項

、
附
則
第

7
条
の

3の
2第

1
項
及
び
附
則
第

7
条
の

4

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第

6
条
第

5項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

2
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第

6条
第

5
項
に
規
定

す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

3
6条

の
2第

1項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却
に

係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5条

第
2項

第
2
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る

事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
は
、
第

3
3条

か
ら
第

3
4条

の
3
ま
で
、
第

3
4条

の
6か

ら
第

3
4条

の
8ま

で
、
附
則

第
7条

第
1
項
、
附
則
第

7条
の

3第
1項

、
附
則
第

7
条
の

3の
2第

1
項
及
び
前
条

 
  
 
  
 
 

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第

6
条
第

5項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

 

3
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4条

の
9第

1項
、
附
則
第

7
条
の

5第
1

項
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
9
第
1
項
中
「
前
3
条
」
と
あ
る
の

は
 
 「

前
3条

並
び
に
附
則
第

8条
第

2
項
」
と
、
附
則
第

7
条
の

5
第

1項
中
「
前
条
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
前
条
、
附
則
第

8
条
第

2項
及
び
」
と
、
前
条
中
「
附
則
第

7条
の

4
及
び
」

と
あ
る
の
は
「
附
則
第

7条
の

4、
次
条
第

2項
及
び
」
と
す
る
。
 

3
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4条

の
9第

1項
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

 
  

 
  
 
  
 「

前
3
条
」
と
あ
る
の

は
、
「
前
3
条
並
び
に
附
則
第

8条
第

2
項
」
と
す
る

 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
。
 

(
法
附
則
第

15
条
第

2項
第

1号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 
(
法
附
則
第

15
条
第

2項
第

1号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合

) 

第
1
0条

の
2 

〔
略
〕
 

第
1
0条

の
2 

〔
略
〕
 

2
～

13
 
〔
略
〕

 
2
～

13
 
〔
略
〕

 

1
4
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
2
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
の

条
例
で
定
め
る
割
合
は

7分
の

6と
す
る
。

 

 

1
5
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
3
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 

1
4
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第

2
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 

1
6
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
3
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 

1
5
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第

2
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 

1
7
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
3
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

1
6
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第

2
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市
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の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 

1
8
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
4
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

1
7
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第

3
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

1
9
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
4
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

1
8
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第

3
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

2
0
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
4
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

1
9
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第

3
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
市

の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

2
1
 
〔
略
〕

 
2
0
 
〔
略
〕

 

 
2
1
 
法
附
則
第

15
条
第

32
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 

2
2
 
法
附
則
第

15
条
第

32
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3分
の

2と
す
る
。

 
2
2
 
法
附
則
第

15
条
第

33
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3分
の

2と
す
る
。

 

2
3
 
法
附
則
第

15
条
第

37
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3分
の

2と
す
る
。

 
2
3
 
法
附
則
第

15
条
第

38
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3分
の

2と
す
る
。

 

2
4
 
法
附
則
第

15
条
第

38
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

2分
の

1と
す
る
。

 
 

2
5
 
法
附
則
第

15
条
第

41
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3分
の

1と
す
る
。

 
2
4
 
法
附
則
第

15
条
第

42
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

3分
の

2と
す
る
。

 

2
6
 
法
附
則
第

15
条
第

42
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 
2
5
 
法
附
則
第

15
条
第

43
項
に
規
定
す
る
市
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は

4分
の

3と
す
る
。

 

2
7
・

2
8 

〔
略
〕
 

2
6
・

2
7 

〔
略
〕
 

(
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告

) 

(
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告

) 

第
1
0条

の
3 

〔
略
〕
 

第
1
0条

の
3 

〔
略
〕
 

2
 
〔
略
〕

 
2
 
〔
略
〕

 

3
 
市
長
は
、
法
附
則
第

1
5条

の
7第

1項
又
は
第

2項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区
分

所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律

(
平
成

20
年
法
律
第

8
7号

)第
5条

第
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4
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第

1
5条

の
7第

3項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
施

行
規
則
附
則
第

7条
第

4項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
区
分
所
有

に
係
る
住
宅
が
法
附
則
第

1
5条

の
7第

1項
又
は
第

2項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第

1項
又
は
第

2項
の
規

定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

4
～

8 
〔
略
〕

 
3
～

7 
〔
略
〕

 

9
 
法
附
則
第

1
5条

の
9第

4項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第

5項
の
高
齢
者
等

居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第

4項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第

9項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

8
 
法
附
則
第

1
5条

の
9第

4項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第

5項
の
高
齢
者
等

居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第

4項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第

8項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
7)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
7)

 
〔
略
〕

 

1
0
 
法
附
則
第

15
条
の

9第
9項

の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

1
0項

の
熱
損
失

防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第

9項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら

3月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第

1
0項

各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

9
 
法
附
則
第

1
5条

の
9第

9項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

1
0項

の
熱
損
失

防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
条
第

9項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら

3月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第

9
項
各
号

 に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 

1
1
 
法
附
則
第

15
条
の

9の
2第

1
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

施
行
規
則
附
則
第

7条
第
1
1項

各
号
に
掲
げ
る

  
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

1
0
 
法
附
則
第

15
条
の

9の
2第

1
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

施
行
規
則
附
則
第

7条
第

1
0項

各
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 

1
2
 
法
附
則
第

15
条
の

9の
2第

4
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同

条
第

5
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の

1
1
 
法
附
則
第

15
条
の

9の
2第

4
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同

条
第

5
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
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規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第

1
5条

の
9第

9項
に
規
定
す
る
熱
損

失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら

3月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第

1
2項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第

1
5条

の
9第

9項
に
規
定
す
る
熱
損

失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら

3月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第
1
1項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
6)

 
〔
略
〕

 

1
3
 
法
附
則
第

15
条
の

9の
3第

1
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第

1
7項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

1
2
 
法
附
則
第

15
条
の

9の
3第

1
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有
に

係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら

3
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7条
第
1
6項

各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
5)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
5)

 
〔
略
〕

 

1
4
 
法
附
則
第

15
条
の

10
第
1項

の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た

日
か
ら

3月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7
条

第
1
8項

に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修

の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

7年
法
律
第

1
23
号

)
第

7
条
又
は
附
則
第

3条
第

1項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

1
2条

第
1
9項

に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

1
3
 
法
附
則
第

15
条
の

10
第

1項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た

日
か
ら

3月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第

7
条

第
1
7項

に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修

の
促
進
に
関
す
る
法
律

(平
成

7年
法
律
第

1
23
号

)
第
7
条
又
は
附
則
第

3条
第

1項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

1
2条

第
1
9項

に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

施
行
規
則
附
則
第

7
条
第
1
8
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該

耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用

 

(
5
) 

施
行
規
則
附
則
第

7
条
第
1
7
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
当
該

耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用

 

(
6
) 

〔
略
〕
 

(
6
) 

〔
略
〕

 

1
5
 
〔
略
〕

 
1
4
 
〔
略
〕

 

(
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

(
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和

3年
度
か
ら
令
和

5年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
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税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義

) 
税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義

) 

第
1
1条

 
〔
略
〕
 

第
1
1条

 
〔
略
〕
 

(
令
和

7年
度
又
は
令
和

8年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例

)
 

(
令
和

4年
度
又
は
令
和

5年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例

)
 

第
1
1条

の
2 

市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土
地
の
修
正

前
の
価
格

(法
附
則
第

1
7条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。

)を
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く
均

衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和

7
年
度
分
又
は
令
和

8年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価
格

(
法
附
則
第

1
7条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
修

正
価
格
を
い
う
。

)で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

 

第
1
1条

の
2 

市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価
値
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土
地
の
修
正

前
の
価
格

(法
附
則
第

1
7条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格
を
い
う
。

)を
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資
産
税
の
課
税
上
著
し
く
均

衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課

税
標
準
は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
4
年
度
分
又
は
令
和

5年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価
格

(
法
附
則
第

1
7条

の
2第

1項
に
規
定
す
る
修

正
価
格
を
い
う
。

)で
土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

 

2
 
法
附
則
第

1
7条

の
2第

2項
に
規
定
す
る
令
和

7年
度
適
用
土
地
又
は
令
和

7年
度
類
似

適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和

8年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格

(法
附
則
第

17
条
の

2第
2項

に

規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
)で

土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

 

2
 
法
附
則
第

1
7条

の
2第

2項
に
規
定
す
る
令
和

4年
度
適
用
土
地
又
は
令
和

4年
度
類
似

適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和

5年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格

(法
附
則
第

17
条
の

2第
2項

に

規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
)で

土
地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

 

(
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
特
例

) 

(
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和

3年
度
か
ら
令
和

5年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
特
例

) 

第
1
2条

 
宅
地
等
に
係
る
令
和
6
年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当

該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該

宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

(
当
該
宅

地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9条

の
3の

2の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に

10
0分

の
5
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

 
  
 
  
 
  
 
 

第
1
2条

 
宅
地
等
に
係
る
令
和

3
年
度
か
ら
令
和

5
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
の
当

該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
、
当
該

宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

(
当
該
宅

地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9条

の
3の

2の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に

10
0分

の
5
(商

業
地
等
に
係
る
令
和

4年
度
分
の
固
定

資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
1
00
分
の

2
.5
)を

乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

(令
和

3
年
度
分
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(当

該
宅
地

等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条
の

3又
は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5
条
の

3ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(以
下
「
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
)を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資

産
税
額
と
す
る
。

 

の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

)
(当

該
宅
地

等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条
の

3又
は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5
条
の

3ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の

規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(以
下
「
宅
地

等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
)を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資

産
税
額
と
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
6年

度
か
ら
令
和

8年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0
分
の

6を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第

3
4
9条

の
3又

は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
3ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し

た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。

 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
4年

度
分
及
び
令
和

5年
度
分

 

 
 
 
  
 
  
 
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0
分
の

6を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て

法
第

3
4
9条

の
3又

は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
3ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商

業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を

当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し

た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。

 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の

各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0

分
の

2
を
乗
じ
て
得
た
額

(
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9条

の
3
又
は
附
則
第

15
条
か
ら
第

1
5条

の
3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を
当
該
宅

地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

固
定
資
産
税
額
と
す
る
。

 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和

4年
度
分
及
び
令
和

5年
度
分

 
 

 
 
 
  
 
  
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
が
、

当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0

分
の

2
を
乗
じ
て
得
た
額

(
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9条

の
3
又
は
附
則
第

15
条
か
ら
第

1
5条

の
3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等

で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を
当
該
宅

地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に

お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

固
定
資
産
税
額
と
す
る
。

 

4
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
6以

上
0
.7
以
下
の

も
の
に
係
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、

第
1項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る

前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資

4
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
6以

上
0
.7
以
下
の

も
の
に
係
る
令
和

3年
度
か
ら
令
和

5
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、

第
1項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る

前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
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産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9条

の
3又

は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
3ま

で
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9条

の
3又

は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
3ま

で
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に

こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

)を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

5
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
7を

超
え
る
も
の
に

係
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第

1
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
に

10
分
の
7
を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条
の

3又
は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
3ま

で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(以
下
「
商
業
地
等
調
整
固

定
資
産
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

5
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
7を

超
え
る
も
の
に

係
る
令
和

3年
度
か
ら
令
和

5年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
額
は
、
第

1
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
と
な
る
べ
き
価
格
に

10
分
の
7
を
乗
じ
て
得
た
額

(当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
49
条
の

3又
は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
3ま

で
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る

率
を
乗
じ
て
得
た
額

)
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(以
下
「
商
業
地
等
調
整
固

定
資
産
税
額
」
と
い
う
。

)と
す
る
。

 

(
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例

) 

(
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和

3年
度
か
ら
令
和

5年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
特
例

) 

第
1
3条

 
農
地
に
係
る
令
和
6年

度
か
ら
令
和

8年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

(当
該
農
地

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

34
9条

の
3
又
は
附
則
第

15
条
か
ら
第

1
5

条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
)
に
、
当
該

農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額

 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

 
 
 
  
 
  
 
  

 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
  

  
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(以
下

「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
)を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定

資
産
税
額
と
す
る
。

 

第
1
3条

 
農
地
に
係
る
令
和
3年

度
か
ら
令
和

5年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該

年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

(当
該
農
地

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

34
9条

の
3
又
は
附
則
第

15
条
か
ら
第

1
5

条
の

3
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ

ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)に

、
当
該

農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額

(
令
和

3年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て

は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額

)を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額

(以
下

「
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
)を

超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定

資
産
税
額
と
す
る
。
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〔
略
〕

 
〔
略
〕

 

(
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1
5条

 
附
則
第

1
2条

第
1項

か
ら
第

5項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等

(附
則
第

1

1
条
第

2号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第

34
9条

の
3、

第
3
4
9条

の
3の

2又

は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

15
条
の
3
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。

)に
対

し
て
課
す
る
令
和

6年
度
か
ら
令
和

8
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ

い
て
は
、
第

1
3
7条

第
1号

及
び
第

1
40
条
の

5中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則

第
1
2条

第
1項

か
ら
第

5項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。

 

第
1
5条

 
附
則
第

1
2条

第
1項

か
ら
第

5項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等

(附
則
第

1

1
条
第

2号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第

34
9条

の
3、

第
3
4
9条

の
3の

2又

は
附
則
第

1
5条

か
ら
第

15
条
の
3
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等
を
除
く
。

)に
対

し
て
課
す
る
令
和

3年
度
か
ら
令
和

5
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ

い
て
は
、
第

1
3
7条

第
1号

及
び
第

1
40
条
の

5中
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則

第
1
2条

第
1項

か
ら
第

5項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。

 

2
 
法
附
則
第

1
1条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成

1
8年

1月

1
日
か
ら
令
和

9年
3月

3
1日

ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
は
、
第

13
7条

第
2号

中
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

(
法
附
則
第

1
1条

の

5
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
を
い
う
。

)
に
2
分
の

1を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第

5
4
条
の

38
第
1
項
に
規
定

す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第

5
4条

の
3
8第

1項
に
規
定
す
る
価
格

(法
附
則
第

11
条

の
5第

1項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。

)に
2分

の
1を

乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

 

2
 
法
附
則
第

1
1条

の
5第

1項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成

1
8年

1月

1
日
か
ら
令
和

6年
3月

3
1日

ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保

有
税
に
つ
い
て
は
、
第

13
7条

第
2号

中
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格

(
法
附
則
第

1
1条

の

5
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価

格
を
い
う
。

)
に
2
分
の

1を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
し
、
「
令
第

5
4
条
の

38
第

1
項
に
規
定

す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第

5
4条

の
3
8第

1項
に
規
定
す
る
価
格

(法
附
則
第

11
条

の
5第

1項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。

)に
2分

の
1を

乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

 

3
～

5 
〔
略
〕

 
3
～

5 
〔
略
〕

 

(
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1
6条

の
3 

〔
略
〕
 

第
1
6条

の
3 

〔
略
〕
 

2
 
〔
略
〕

 
2
 
〔
略
〕

 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条
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の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

16
条
の

3第
1項

の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

(
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1
6条

の
4 

〔
略
〕
 

第
1
6条

の
4 

〔
略
〕
 

2
 
〔
略
〕

 
2
 
〔
略
〕

 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

16
条
の

4第
1項

の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

4
 
〔
略
〕

 
4
 
〔
略
〕

 

(
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1
7条

 
〔
略
〕
 

第
1
7条

 
〔
略
〕
 

2
 
〔
略
〕

 
2
 
〔
略
〕

 

3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
3
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

17
条
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

(
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1
8条

 
〔
略
〕
 

第
1
8条

 
〔
略
〕
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2
～

4 
〔
略
〕

 
2
～

4 
〔
略
〕

 

5
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
5
 
第

1項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

18
条
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

(
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
1
9条

 
〔
略
〕
 

第
1
9条

 
〔
略
〕
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

19
条
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

(
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
2
0条

 
〔
略
〕
 

第
2
0条

 
〔
略
〕
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

20
条
第

1項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

(
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
2
0条

の
2 

〔
略
〕
 

第
2
0条

の
2 

〔
略
〕
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2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

20
条
の

2第
1項

の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

3
・

4 
〔
略
〕

 
3
・

4 
〔
略
〕

 

5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

20
条
の

2第
3項

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。
 

 

(
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 
(
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例

) 

第
2
0条

の
3 

〔
略
〕
 

第
2
0条

の
3 

〔
略
〕
 

2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
2
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 

(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

20
条
の

3第
1項

の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す
る
。

 

 

3
・

4 
〔
略
〕

 
3
・

4 
〔
略
〕

 

5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
5
 
第

3項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕

 
(
1
)～

(
4)

 
〔
略
〕
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(
5
) 

附
則
第

7条
の
5
及
び
附
則
第

7
条
の

8の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第

7
条

の
5第

1項
及
び
附
則
第

7条
の

8中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第

20
条
の

3第
3項

後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
す

る
。
 

 

6
 
〔
略
〕

 
6
 
〔
略
〕

 

  

　27　



報
第
４
号

 

 
 
 
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

 
説
明
資
料

 

市
民
生
活
部
税
務
課

 

安
来
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 （
 
 
 

 
改
正
部
分
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後
 

改
 

 
 
正
 
 

 
前
 

(
課
税
額

) 
(
課
税
額

) 

第
2条

 
〔
略
〕

 
第

2条
 
〔
略
〕

 

2
 
〔
略
〕

 
2
 
〔
略
〕

 

3
 
第

1項
第
2
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2項
の
世
帯
主
を

除
く
。
)及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
合
算
額
が

24
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

は
、

2
4万

円
と
す
る
。

 

3
 
第

1項
第

2
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主

(前
条
第

2項
の
世
帯
主
を

除
く
。
)及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得

割
額
並
び
に
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
合
算
額
が

22
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額

は
、

2
2万

円
と
す
る
。

 

4
 
〔
略
〕

 
4
 
〔
略
〕

 

(
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

) 
(
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額

) 

第
2
1条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第

2条
第

2項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

65
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、

65
万
円

)、
同
条
第

3項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

24
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、

24
万
円

)並
び
に
同
条
第

4項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

1
7万

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1
7
万
円

)の
合
算
額
と
す
る
。

 

第
2
1条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て

課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第

2条
第

2項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

65
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、

65
万
円

)、
同
条
第

3項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ

に
掲
げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

22
万
円
を
超
え
る
場
合

に
は
、

22
万
円

)並
び
に
同
条
第

4項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲

げ
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額

(当
該
減
額
し
て
得
た
額
が

1
7万

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

1
7
万
円

)の
合
算
額
と
す
る
。

 

(
1
) 

〔
略
〕

 
(
1
) 

〔
略
〕

 

(
2
) 

法
第

70
3条

の
5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

(
2
) 

法
第

70
3条

の
5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額
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が
、
43
万
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

2以
上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
4
3万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら

1を
減
じ
た
数
に

1
0万

円
を
乗
じ
て

得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1人
に
つ
き

2
9
万
5
,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。

) 

が
、
43
万
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

2以
上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
4
3万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら

1を
減
じ
た
数
に

1
0万

円
を
乗
じ
て

得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1人
に
つ
き

2
9
万
円

  
 
  
を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。

) 

ア
～
カ

 
〔
略
〕
 

ア
～
カ

 
〔
略
〕

 

(
3
) 

法
第

70
3条

の
5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

2以
上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
4
3万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら

1を
減
じ
た
数
に

1
0万

円
を
乗
じ
て

得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1人
に
つ
き

5
4
万
5
,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
2号

に

該
当
す
る
者
を
除
く
。

) 

(
3
) 

法
第

70
3条

の
5
第

1
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円

(納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が

2以
上
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
4
3万

円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら

1を
減
じ
た
数
に

1
0万

円
を
乗
じ
て

得
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

)に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者

1人
に
つ
き

5
3
万

5
,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者

(前
2号

に

該
当
す
る
者
を
除
く
。

) 

ア
～
カ

 
〔
略
〕
 

ア
～
カ

 
〔
略
〕

 

2
・

3 
〔
略
〕

 
2
・

3 
〔
略
〕
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報
第
５
号
 

 
 
 
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

 
説
明
資
料

 
市
民
生
活
部
税
務
課

 

安
来
市
過
疎
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
（

 
 
 
 
改
正
部
分
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

(
課
税
免
除

) 
(
課
税
免
除

) 

第
2条

 
市
長
は
、
法
第

2条
第

2項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日

(以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
)

か
ら
令
和

9年
3月

3
1日

ま
で
の
間
に
、
持
続
的
発
展
計
画
に
記
載
さ
れ
た
産
業
振
興
促

進
区
域
内
に
お
い
て
、
持
続
的
発
展
計
画
に
お
い
て
振
興
す
べ
き
業
種
と
し
て
定
め
ら

れ
た
租
税
特
別
措
置
法

(昭
和

32
年
法
律
第

26
号
)
第
1
2条

第
4項

の
表
の
第

1
号
の
中
欄

又
は
第

45
条
第

3項
の
表
の
第

1号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
同
法

第
1
2条

第
4項

の
表
の
第

1
号
の
下
欄
又
は
第

4
5条

第
3
項
の
表
の
第

1
号
の
下
欄
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
価
格
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
以
上
の
も
の

(
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。

)
の

取
得
等

(租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

(
昭
和

32
年
政
令
第

4
3号

)第
2
8条

の
9第

1
0項

第
1

号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等

(
以
下
「
資
本
金
の
額
等
」
と
い
う
。
)が

5
,0
0
0万

円
を

超
え
る
法
人
が
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
新
設
又
は
増
設
に
限
る
。
)
を
し
た
者
に
つ
い

て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ

る
土
地

(公
示
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

1年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家

屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
)
に
対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
で
き
る
。

 

第
2条

 
市
長
は
、
法
第

2
条
第

2項
の
規
定
に
よ
る
公
示
の
日

(以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。
)

か
ら
令
和

6年
3月

3
1日

ま
で
の
間
に
、
持
続
的
発
展
計
画
に
記
載
さ
れ
た
産
業
振
興
促

進
区
域
内
に
お
い
て
、
持
続
的
発
展
計
画
に
お
い
て
振
興
す
べ
き
業
種
と
し
て
定
め
ら

れ
た
租
税
特
別
措
置
法

(昭
和

32
年
法
律
第

26
号
)
第
1
2条

第
4項

の
表
の
第

1
号
の
中
欄

又
は
第

45
条
第

3項
の
表
の
第

1号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
用
に
供
す
る
設
備
で
同
法

第
1
2条

第
4項

の
表
の
第

1
号
の
下
欄
又
は
第

4
5条

第
3
項
の
表
の
第

1
号
の
下
欄
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
取
得
価
格
の
合
計
が
次
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に

応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
以
上
の
も
の

(
以
下
「
特
別
償
却
設
備
」
と
い
う
。

)
の

取
得
等

(租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

(
昭
和

32
年
政
令
第

4
3号

)第
2
8条

の
9第

1
0項

第
1

号
に
規
定
す
る
資
本
金
の
額
等

(
以
下
「
資
本
金
の
額
等
」
と
い
う
。
)
が

5
,
00
0万

円
を

超
え
る
法
人
が
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
新
設
又
は
増
設
に
限
る
。
)を

し
た
者
に
つ
い

て
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当
該
家
屋
の
敷
地
で
あ

る
土
地

(公
示
日
以
後
に
お
い
て
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、

そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

1年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家

屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
)に

対
し
て
課
す
る
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
で
き
る
。
 

(
1
)・

(
2)

 
〔
略
〕

 
(
1
)・

(
2)

 
〔
略
〕
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報
第
６
号
 

 
 
 
議
会
の
委
任
に
よ
る
専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て

 
説
明
資
料

 
市
民
生
活
部
税
務
課

 
安
来
市
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

 
 

 
 

 
（

 
 
 
 
改
正
部
分
）

 

改
 

 
 
正

 
 

 
後

 
改

 
 

 
正

 
 

 
前

 

(
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税

) 
(
固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税

) 

第
2条

 
省
令
第

1
条
に
規
定
す
る
公
示
日

(以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。

)か
ら
令
和

8年
3

月
3
1日

ま
で
の
間

(本
市
の
区
域
が
当
該
期
間
内
に
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
に
該
当

し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
公
示
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
ま
で

の
期
間

)に
、
法
第

1
7条

の
2第

3
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施

設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日

以
後
3
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

(同
日
ま
で
に
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ

の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で

)の
間
に
、
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し

た
場
合
は
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
又
は
構
築
物
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当

該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地

(公
示
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か

つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

1年
以
内
に
当
該
土
地

を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

土
地
に
限
る
。
)に

対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
当
該
設
備
を
新
設
し
、
又

は
増
設
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

(
当
該
日
が

1
月
1
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
日
の
属
す
る
年

)の
4月

1日
の
属
す
る
年
度
以
降

3
年
度
分
に
つ
い
て
、
安
来
市
税
条

例
(平

成
1
6年

安
来
市
条
例
第

61
号

)第
62
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

 

第
2条

 
省
令
第

1
条
に
規
定
す
る
公
示
日

(以
下
「
公
示
日
」
と
い
う
。

)か
ら
令
和

6年
3

月
3
1日

ま
で
の
間

(本
市
の
区
域
が
当
該
期
間
内
に
当
該
地
方
活
力
向
上
地
域
に
該
当

し
な
い
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
公
示
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
日
ま
で

の
期
間

)に
、
法
第

1
7条

の
2
第

3
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
活
力
向
上
地
域
等
特
定
業
務
施

設
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
事
業
者
が
、
当
該
認
定
を
受
け
た
日
か
ら
同
日
の
翌
日

以
後
3
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

(同
日
ま
で
に
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
そ

の
取
り
消
さ
れ
た
日
の
前
日
ま
で

)の
間
に
、
特
別
償
却
設
備
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し

た
場
合
は
、
当
該
特
別
償
却
設
備
で
あ
る
家
屋
又
は
構
築
物
及
び
償
却
資
産
並
び
に
当

該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地

(公
示
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
、
か

つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

1年
以
内
に
当
該
土
地

を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該

土
地
に
限
る
。
)
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
税
率
は
、
当
該
設
備
を
新
設
し
、
又

は
増
設
し
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年

(
当
該
日
が

1
月
1
日
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当

該
日
の
属
す
る
年

)の
4月

1日
の
属
す
る
年
度
以
降

3
年
度
分
に
つ
い
て
、
安
来
市
税
条

例
(平

成
1
6年

安
来
市
条
例
第

61
号

)第
62
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。
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